
相模原市議会議員の資産等の公開に伴う資産等報告書等の閲覧に関す 

る要綱 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、相模原市議会議員の資産等の公開に関する条例(平成２１年

相模原市条例第７９号)第５条第２項及び相模原市議会議員の資産等の公開に関

する条例施行規程(平成２２年相模原市議会告示第２号。以下「規程」という。) 

第９条の規定による資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関

連会社等報告書(以下「報告書」という。)の閲覧について必要な事項を定めるも

のとする。 

(閲覧場所) 

第２条 閲覧場所は、原則として行政資料コーナーとする。ただし、多人数等の場

合には、議会傍聴ロビー等で行うものとする。 

(閲覧時間) 

第３条 規程第９条第２項の規定による閲覧時間は、正午から午後１時までを除く

ものとする。 

(閲覧方法) 

第４条 報告書を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、議会局の受付

において、資産等報告書等閲覧請求書(別記様式)に必要事項を記入後、議会局職

員に申し出て、指定の場所で閲覧するものとする。 

２ 閲覧者は、閲覧を終了したときは、議会局職員に報告書を返却しなければなら

ない。 

 (閲覧文書の保管場所) 

第５条 閲覧に供する報告書は、議会局内において保管するものとする。 

(閲覧者の遵守事項) 

第６条 閲覧者は、閲覧に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）報告書は、丁寧に取り扱い、破損、汚損又は加筆を行わないこと。 

（２）閲覧時間を遵守すること。 

（３）閲覧場所では、音読、談話、飲食、携帯電話の使用等他の閲覧者に迷惑とな

るような行為をしないこと。 

（４）その他議会局職員及び行政資料コーナー所管課職員の指示に従うこと。 

(閲覧の中止又は禁止) 



第７条 議長は、閲覧者が規程又はこの要綱の規定に違反する場合は、その閲覧を

中止させ、又は禁止することができる。 

(複写等) 

第８条 閲覧者は、閲覧に供する報告書を複写することができる。 

２ 前項の規定により複写を行う場合に要する費用は、請求者の負担とするものと

し、費用は、公文書等の複写費用の額(昭和６１年告示第４３号)の例による。 

(委任) 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 この要綱は、平成２２年６月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年６月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式（第４条関係）

（　　－　　）

申 請 日

閲覧対象議員名

閲覧対象議員名

閲覧対象議員名

閲覧対象議員名

《記入についてのお願い》

　＊閲覧を希望する議員の氏名を記入してください。全議員の場合は「全議員」と記入してください。

　＊該当箇所の□にレ印を記入してください。

資産等報告書等閲覧請求書

年　　　　　　　月　　　　　　　日　　（　　　　）

閲 覧 を 請 求
す る 報 告 書

□　資産等報告書（　　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日現在）

□　資産等補充報告書（　　　　　　　　　　年１２月３１日現在）

□　所得等報告書（　　　　　　　　　　年分）

□　関連会社等報告書（　　　　　　　　　年４月１日現在）

閲 覧 を 請 求
す る 報 告 書

□　資産等報告書（　　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日現在）

□　資産等補充報告書（　　　　　　　　　　年１２月３１日現在）

□　所得等報告書（　　　　　　　　　　年分）

□　関連会社等報告書（　　　　　　　　　年４月１日現在）

閲 覧 を 請 求
す る 報 告 書

□　資産等報告書（　　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日現在）

□　資産等補充報告書（　　　　　　　　　　年１２月３１日現在）

□　所得等報告書（　　　　　　　　　　年分）

□　関連会社等報告書（　　　　　　　　　年４月１日現在）

閲 覧 を 請 求
す る 報 告 書

□　資産等報告書（　　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日現在）

□　資産等補充報告書（　　　　　　　　　　年１２月３１日現在）

□　所得等報告書（　　　　　　　　　　年分）

□　関連会社等報告書（　　　　　　　　　年４月１日現在）

 


